
２１年 １９日

２１年度 平成 ２５年度

○
○
○

○

○

○

２０年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率（％） 95.1 95.6 97.6

職員給与費比率（％） 53.8 54.6 53.5

病床利用率（％） 85.1 87.2 87.9

医業収支比率（％） 96.1 96.6 98.6

材料費対医業収支比率（％） 27.6 25.6 25.0

薬品費対医業収支比率（％） 17.5 16.2 15.8

周産期医療に要する経費（周産期医療の実施に要する経費のうち、その収入をもって充
てることのできないと認められるものに相当する額）
総務省通知の繰出基準の考え方に基づき、項目ごとの算定を基礎として、新たな繰出は
構成市町村と協議する

救急医療の確保に要する経費（救急病院における医師等の待機及び空床の確保等救急
医療の確保に必要な経費に相当する額）

病院事業債元利償還金の2/3（14年度以前分）ないし1/2（15年度以降分）相当額

小児医療に要する経費（小児医療の実施に要する経費のうち、その収入をもって充てる
ことのできないと認められるものに相当する額）

26.8

17.6

26.3

16.6

１９年度実績

94.6

93.9

55.8 56.3

病院の建設改良に要する経費の1/2（起債分を除く）

２１年度

93.5
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財務に係る数値目標（主なも
の）

上記目標数値設定の考え方

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）

　　公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

（様式３）

多野藤岡医療事務市町村組合

公立藤岡総合病院改革プラン

平成 ３月

平成

公立藤岡総合病院
公立藤岡総合病院附属外来センター

公立藤岡総合病院：　群馬県藤岡市藤岡942番地1
公立藤岡総合病院附属外来センター：　群馬県藤岡市中栗須813番地1

公立藤岡総合病院：　一般391床　感染症4床　　合計395床
公立藤岡総合病院附属外来センター：　一般19床（人間ドック19床）　　合計19床

～

内科、精神科、神経内科、消化器科、循環器科、アレルギー科、小児科、外科、整形外科、
脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射
線科、麻酔科、リウマチ科

　当院は、藤岡市およびその周辺地域からなる藤岡保健医療圏の拠点病院として、一般診療、救
急診療、高度専門診療など多彩な役割を担っている。「地域医療支援病院」「地域がん診療連携
拠点病院」「地域周産期母子医療センター」「災害拠点病院」などに指定されており、地域の医療
機関との機能分担・連携を図りながら、地域から信頼される病院づくりに取り組んでいる。一次救
急及び二次救急を２４時間体制で行っており、藤岡保健医療圏のみならず、群馬県中西部、埼玉
県北部を含めた広範囲な地域からの救急患者を受け入れている。小児救急については、群馬県
西毛地区の小児中核病院として輪番制に加わっている。

平成１４年４月より入院機能と外来機能を分離し、入院と救急医療に特化した病棟と、人間ドッ
クや訪問看護機能も有する高機能な外来センターが診療の両翼となっているが、外来分離に起
因する運営面での非効率性や、病棟と外来センターの掛け持ち診療を行わざるを得ない医師の
負担の増大などのデメリットが顕在化し、全国的な勤務医不足の状況と相まって経営圧迫の要因
となっていることから、将来にわたって安定的かつ継続的な地域医療を提供していくため、今後、
病院と外来センターの再統合に向けて、病院機能の再整備に取り組んでいく。

（経常黒字化の目標年度：２５年度以降）

86.3

94.6

当院は、病院と附属外来センターが約1.5km離れて分離しており、事実上2施設を運営して
いることから、人や物の非効率的な配置による経費増や、掛け持ち診療を行わざるを得ない
医師の負担増などの当院固有の構造的な問題を抱えており、これが経営健全化の阻害要
因となっている。平成20年度まで経費削減・収入増加に取り組んできており、今後も上記数
値を目標として継続して経営効率化の努力をしていくが、計画期間中の経常黒字化は困難
な見通しである。

今後、病院機能の抜本的な改革、すなわち病院と外来センターの再統合に向けた病院機
能再整備に取り組み、現状の非効率・不合理を解消することによって経常黒字化を目指す。

89.5
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団体名
（病院名）

２０年度 ２２年度 ２３年度 備考

年延入院患者数 115,130 118,000 119,200

年延外来患者数（病院）　　　　 34,577 34,850 35,020

年延外来患者数（外来センター） 184,477 182,250 187,110

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

病床利用率の状況 94.9% 88.6% １９年度 89.5%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築計
画の状況等

ＤＰＣ準備病院（平成18年7月～）、ＤＰＣ対象病院（平成20年7月～）
診療報酬項目の取得できる施設基準を整備し、収益の向上を図る
未収金対策として、出産育児一時金委任払制度や限度額認定制度の活用。職員で回収
不能となったものについては一部外部委託の実施（平成20年度より）。今後はコンビニ納
付やクレジットカード納付の導入を検討する

職員駐車場の有料化（平成14年度～）

群馬県市町村総合事務組合の退職手当支給事務を脱退、精算金を受入（平成18年度）

病院機能評価Ver.6.0を平成21年度に受審し、医療機能の向上を図る（Ver.4.0 平成17年
6月20日認定）
人間ドック・健診施設機能評価認定（附属外来センター　平成18年1月16日認定）

その他

地域医療支援病院認定（平成18年度）

給食業務の外部委託化（平成20年度実施済）

201,811

遊休資産（医師住宅用地）の売却（平成18年度）
地域がん診療連携拠点病院認定（平成18年度）
看護配置体制７：１取得（平成18年度）

公的資金補償金免除繰上償還（平成19・20年度）により、利率6％以上の借入金につい
て低利債に借換えすることによって支払利息の軽減

給食業務の外部委託により職員数および人件費削減（平成20年度）

平成20年度、熱源設備（ボイラー）の更新に伴い燃料をＡ重油から都市ガスへ転換し、燃
料費の削減

業務委託契約等の見直しによる経費削減（平成17年度より実施。今後も継続して取り組
み）
群馬県市町村総合事務組合の退職手当支給事務の脱退（平成18年度）により、負担金
（事務経費）支払の削減（年間約3,600万円の削減）

病院と外来センターの再統合に向けて具体的検討を行い、結論を得る（平成21年度）

121,597

35,464

病院と附属外来センターの再統合の検討を進める中で、現在の病床利用率を参考に適正
な病床数や施設の建設等について具体的に計画していく。

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

1８年度１７年度

別紙１のとおり

平成20年度に事務・技能労務職員の給料の削減（約860万円の削減）

平成19年度から事務・技能労務職員の管理職手当の削減（平成19～20年度で約667万
円の削減。平成21年度も継続）

民間的経営手法の導入

「公立藤岡総合病院機能再整備基本計画」を策定し、分離している病院と附属外来セン
ターの再統合について検討を進めることを決定（平成20年度）

医事業務、清掃業務、洗濯業務、宿直警備業務、医療機器保守、施設設備保守、廃棄
物処理等の委託化（平成19年度までに実施済）

附属外来センターの診療所化（平成17年度実施済）

事務・技能労務職員の退職者不補充による職員数および人件費の削減（平成17年度よ
り実施。今後も継続して取り組み）

116,800

34,675

179,564

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

経費削減・抑制対策

事業規模・形態の見直し

収入増加・確保対策

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

１９年度実績

多野藤岡医療事務市町村組合
（公立藤岡総合病院／附属外来センター）

２１年度
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団体名
（病院名）

○

○

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

多野藤岡医療事務市町村組合
（公立藤岡総合病院／附属外来センター）

＜時　期＞ ＜内　容＞

同一医療圏内の公立病院である藤岡市国民健康保険鬼
石病院とは、現在も、当院を基幹病院、鬼石病院を後方支
援病院と位置づけた機能連携体制を取っている。再編・
ネットワーク化についてはその必要性の有無も含めて、今
後、鬼石病院、構成市町村と検討していく。

○

病院と附属外来センターの再統合に向けた取り組みを行う

平成21年度以降

病院と附属外来センターの再統合に向けて具体的検討を
行い、結論を得る

分離している病院と附属外来センターの再統合について
検討を進めることを決定

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

○

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

（注）
１
２

平成20年12月
再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

平成22年度以降

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

当病院が所在する群馬県藤岡保健医療圏には、公立病院が2病院（公立藤岡総合病院
（藤岡市：395床）、藤岡市国民健康保険鬼石病院（藤岡市：99床））所在している。
　また、当院の附属外来センター（藤岡市：19床（人間ドック19床））が、病院から約1.5km離れ
た場所に分離して所在している。

　群馬県保健医療計画における検討が未了である

地方公営企業法全部適用に向けた検討を行い、結論を得
る予定

平成21年度

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

経営形態の見直し（検討）の方向
性

討中の場合は複数可）

点
検
・
評
価
・
公
表
等

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

経営形態見直し計画の概要

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

○

　毎年１２月頃に行う。

構成市町村職員、当組合職員、外部有識者等による「（仮称）公立藤岡総合病院改革プラ
ン評価委員会」を設置し、点検・評価を行い、病院ホームページ上にて公表する。

＜時　期＞

平成21年度

＜内　容＞

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）

3


